
仕 様 書 
 

業務名  ： 宜野湾北中城線草刈清掃業務委託（R8） 

業務位置 ： 北中城村地内 

履行期間 ： 契約締結日翌日～令和 9 年 2 月 26 日 

 

  本委託業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。 

 

 1 業務内容及び範囲 

   

（1） 宜野湾北中城線の草刈、樹木（低木）の伐木業務 

・別添「参考資料（除草および街路樹剪定作業依頼位置・数量）」参照 

 

（2） 除草・伐木した雑木等、廃棄物の搬出処分 

 ・作業により集めた雑木等、廃棄物は即日搬出すること。 

 

 2 作業の実施方法 

 

（1） 作業実施にあたっては、火災・盗難・その他の事故が発生することの

ないよう充分留意すること。 

 

（2） 作業員は業務（作業）に専念し必要以外の箇所に立ち入らないこと。 

 

 3 業務計画書の作成 

 

   受託者は、業務の実施にあたり、業務計画書を作成し提出しなければなら

ない。 

 

 4 業務遂行状況の報告 

 

   受託者は、毎月（作業無しの月は除く）、業務の遂行状況をとりまとめ報

告しなければならない。 

 

 5 業務着手及び完了届けの提出 

 

   ・受託者は本業務に着手したときは、速やかに「業務着手届」を提出する

ものとする。 

   ・受託者は本業務に完了したときは、速やかに「業務完了届」を提出する

ものとする。 



 

 6 安全対策 

 

   ・作業にあたっては法令遵守し、作業員や歩行者等の第三者への安全対策

に万全を期すること。 

 

7 積算について 

 

・刈草・伐木の処分の重量は、想定値のため実施に合わせ変更の対象と

する。 

 

8 その他 

    

   ・この仕様書に定めのない事項については、双方の協議により定める。 

      



参考資料（除草および街路樹剪定作業依頼位置・数量）

業務名：宜野湾北中城線草苅清掃業務委託（R8）
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⑧植樹桝 箇所
（ × 箇所＝

× ）
植樹桝合計 箇所
① 箇所、② 箇所
③ 箇所 ﾄﾝﾈﾙまで 、④ 箇所 ﾄﾝﾈﾙﾏﾃﾞ
⑤ 箇所、⑥ 箇所

①延長 ×幅 ＝
②延長 ×幅 ＝
③延長 ×幅 ＝
④延長 ×幅 ＝
⑤延長 ×幅 ＝
⑥延長 ×幅 ＝
⑦延長 ×幅 ＝

北中城村役場

北中城中学校


